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当社は、当社を吸収合併存続会社、株式会社 ASFON TRUST NETWORK（住所：横浜市港北

区新横浜二丁目 11 番地 5。以下「消滅会社」といいます。）を吸収合併消滅会社とし、2026

年 4 月 1 日を効力発生日（以下「本効力発生日」といいます。）とする吸収合併（以下「本

合併」といいます。）を行うに際して、会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 191 条

に従い、以下の事項を開示いたします。 

 

1. 吸収合併契約の内容（会社法第 794 条第 1 項） 

 

別紙 1 のとおりです。 

 

2. 会社法第 749 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めがないことの相当

性に関する事項（会社法施行規則第 191 条第 1 号） 

 

本合併を行うにあたり、当社は、消滅会社の株主に対し、当社の株式その他の対価の

交付及び割当てを行いませんが、当社は消滅会社の発行済株式の全てを保有している

ことから、当社が消滅会社の株主に対し、当社の株式その他の対価の交付及び割当て

を行わないことは相当であると考えます。 

 

3. 会社法第 749 条第 1 項第 4 号及び第 5 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する

事項（会社法施行規則第 191 条第 2 号） 

 

該当事項はありません。 

 

4. 吸収合併消滅会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 191 条第 3 号） 

 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等は、別紙 2 のとおりです。 

 



(2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

 

該当事項はありません。 

 

(3) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

a． 子会社 3 社の解散及び清算結了 

消滅会社の完全子会社である株式会社 ASFON CARE、株式会社 ASFON 

CALLCENTER 及び株式会社 ASFON 八王子は、いずれも 2025 年 9 月 1 日付の株

主総会決議に基づき同日付で解散し、同年 12 月 26 日付で清算結了いたしました。 

 

5. 存続会社の最終事業年度の末日後に生じた、重要な財産の処分、重大な債務の負担その

他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 191条第 5号イ） 

 

a． 消滅会社の株式の取得（子会社化） 

 

当社は、2024 年 11 月 15 日に、永森太郎氏との間で、消滅会社の発行済株式の全

ての譲渡に係る株式譲渡契約を締結した上で、2025 年 1 月 6 日に、当該株式を取

得しております。これにより、消滅会社は当社の完全子会社となっております。当

該株式の取得の詳細については、2024 年 11 月 14 日付「株式会社 ASFON TRUST 

NETWORK の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

b． 株式会社メディパスの株式の譲渡（連結子会社の異動） 

 

当社は、2024 年 11 月 21 日に、株式会社メディパスホールディングスとの間で、

株式会社メディパス（以下「メディパス」といいます。）の発行済株式の全ての譲

渡に係る株式譲渡契約を締結した上で、2025 年 1 月 6 日に、当該株式を譲渡して

おります。これにより、メディパスは、当社の連結子会社から除外されております。

当該連結子会社の異動の詳細については、2024 年 11 月 20 日付「連結子会社の異

動（株式譲渡）のお知らせ」をご参照ください。 

 

c． アクシスルートホールディングス株式会社の子会社化及び簡易株式交換による完

全子会社化並びにアルフレッサ株式会社との業務資本提携契約の締結 

 

当社は、アクシスルートホールディングス株式会社（以下「アクシスルートホール



ディングス」といいます。）の発行済株式の 76.7%を 2025 年 1 月 31 日に取得してお

ります。 

 

また、当社は、アクシスルートホールディングスの株式について、当社及びアルフ

レッサ株式会社（以下「アルフレッサ」といいます。）のみが普通株式を保有するこ

ととなる併合比率の株式併合を実施した上で、同年 4 月 30 日を効力発生日として、

当社を株式交換完全親会社、アクシスルートホールディングスを株式交換完全子会

社とする簡易株式交換を実施しております。さらに、当社は、同年 1 月 23 日に、同

年 4 月 30 日を効力発生日として、アルフレッサとの間で業務資本提携契約を締結

しております。当該株式取得、株式交換及び業務資本提携契約の詳細につきまして

は、同年 1 月 23 日付「アクシスルートホールディングス株式会社の株式取得（子会

社化）及び簡易株式交換による完全子会社化並びにアルフレッサ株式会社との業務

資本提携契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

d． 株式会社オフショア及び株式会社グッピーズとの吸収合併 

 

当社は、2025 年 2 月 14 日開催の取締役会において、同年 4 月 1 日を効力発生日と

して、当社を吸収合併存続会社とし、当社の完全子会社である株式会社オフショア

及び株式会社グッピーズを吸収合併消滅会社とする吸収合併を決議し、効力発生

日において吸収合併を実施しております。当該合併の詳細については、同年 2 月

14 日付「完全子会社 2 社の吸収合併及び特別損失（抱合せ株式消滅差損）の計上

に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

e． 自己株式取得 

 

当社は、2025 年 2 月 14 日開催の取締役会決議において、自己株式取得に係る事項

を決議しております。当該自己株式取得の詳細は、同日付「自己株式取得に係る事

項の決定に関するお知らせ（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基

づく自己株式の取得）」、同年 3 月 3 日付「自己株式の取得状況（途中経過）に関す

るお知らせ」、同月 7 日付「（訂正）「自己株式の取得状況（途中経過）に関するお

知らせ」の一部訂正について」及び同日付「自己株式の取得状況及び取得終了に関

するお知らせ」をご参照ください。 

 

f． アクシスルートホールディングス、株式会社アクシス及びアクシスイノベーショ

ン株式会社との吸収合併 

 



当社は、2025 年 2 月 20 日開催の取締役会において、同年 9 月 1 日を効力発生日と

して、当社を吸収合併存続会社とし、当社の連結子会社であるアクシスルートホー

ルディングス、株式会社アクシス及びアクシスイノベーション株式会社を吸収合

併消滅会社とする吸収合併を決議し、効力発生日において吸収合併を実施してお

ります。当該合併の詳細については、同年 2 月 20 日付「子会社 2 社及び孫会社 2

社の吸収合併及び特別損失（抱合せ株式消滅差損）の計上に関するお知らせ」をご

参照ください。 

 

g． 株式会社パシフィックメディカルとの吸収合併 

 

当社は、2025 年 2 月 20 日開催の取締役会において、同年 9 月 1 日を効力発生日と

して、当社を吸収合併存続会社とし、当社の完全子会社である株式会社パシフィッ

クメディカルを吸収合併消滅会社とする吸収合併を決議し、効力発生日において

吸収合併を実施しております。当該合併の詳細については、同年 2 月 20 日付「子

会社 2 社及び孫会社 2 社の吸収合併及び特別損失（抱合せ株式消滅差損）の計上

に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

h． 自己株式の処分 

 

当社は、2025 年 2 月 20 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自

己株式の処分を行うことを決議し、同年 4 月 11 日に譲渡制限株式として自己株式

の処分を実施しております。当該自己株式の処分の詳細については、同年 2 月 20

日付「当社及び当社子会社の従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の

処分に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

i． 自己株式の取得 

 

当社は、2025 年 3 月 10 日及び同年 8 月 15 日付の取締役会において、自己株式取

得に係る事項を決議しております。当該自己株式取得の詳細は、同年 3 月 10 日付

「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法第 165 条第 2 項の規

定による定款の定めに基づく自己株式の取得）」、同年 4 月 1 日付「自己株式の取

得状況（途中経過）に関するお知らせ（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の

定めに基づく自己株式の取得）」、同年 5 月 1 日付「自己株式の取得状況（途中経

過）に関するお知らせ（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自

己株式の取得）」、同年 6 月 2 日付「自己株式の取得状況（途中経過）に関するお知

らせ（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）」、



同年 7 月 1 日付「自己株式の取得状況（途中経過）に関するお知らせ（会社法第

165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）」、同年 8 月 1 日付

「自己株式の取得状況（途中経過）に関するお知らせ」、同月 15 日付「自己株式の

取得枠拡大及び取得期間延長に関するお知らせ」、同年 9 月 1 日付「自己株式の取

得状況（途中経過）に関するお知らせ」及び同月 11 日付「自己株式の取得状況及

び取得終了に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

j． 自己株式の処分 

 

当社は、2025 年 3 月 25 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自

己株式の処分を行うことを決議し、同年 4 月 11 日に譲渡制限株式として自己株式

の処分を実施しております。当該自己株式の処分の詳細については、同年 3 月 25

日付「取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお

知らせ」をご参照ください。 

 

k． 自己株式の取得 

 

当社は、2025 年 11 月 14 日開催の取締役会において、自己株式取得に係る事項を

決議しております。当該自己株式取得の詳細は、同日付「自己株式取得に係る事項

の決定に関するお知らせ（会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づ

く自己株式の取得）」、同年 12 月 1 日付「自己株式の取得状況（途中経過）に関す

るお知らせ」、2026 年 1 月 5 日付「自己株式の取得状況（途中経過）に関するお知

らせ」及び同年 2 月 2 日付「自己株式の取得状況（途中経過）に関するお知らせ」

をご参照ください。 

 

6. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関す

る事項（会社法施行規則第 191 条第 6 号） 

 

本効力発生日後の当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれており

ます。また、現在のところ、本効力発生日以後における当社の債務の履行に重大な支

障を及ぼすような大幅な減収及び損失等は発生しておりません。 

 

さらに、本効力発生日以後の当社の財務及び損益の状況については、当社の負担すべ

き債務の履行に重大な支障を及ぼすような事態は、今のところ予測されておりませ

ん。 

 



以上より、本効力発生日以後における当社の債務につき、履行の見込みがあるものと

考えます。 

 

以上 



別紙 1 吸収合併契約書 

 

 











別紙 2 消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 
































